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(57)【要約】
【課題】面光源を面光源保持部材に取り付ける際に、面
光源に加わる電圧が定格電圧を超えることを抑制する。
【解決手段】発光装置１０は、面光源保持部材１００お
よび面光源２００を備えている。面光源２００は、面光
源保持部材１００に保持され、また、光源側電源端子２
１０を有している。光源側電源端子２１０には面光源２
００から電源電位が供給される。また、面光源保持部材
１００は、給電側電源端子１１０を有している。給電側
電源端子１１０は、面光源２００が面光源保持部材１０
０に保持されたときに光源側電源端子２１０に接続する
。そして面光源２００が面光源保持部材１００に保持さ
れる際、光源側電源端子２１０が給電側電源端子１１０
に接続する前に、面光源２００は接地される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面光源と、
　前記面光源を保持する面光源保持部材と、
を備え、
　前記面光源は、電源電位が供給される光源側電源端子を有し、
　前記面光源保持部材は、前記面光源が前記面光源保持部材に保持されたときに前記光源
側電源端子に接続する給電側電源端子を有し、
を備え、
　前記面光源が前記面光源保持部材に保持される際に、前記光源側電源端子が前記給電側
電源端子に接続する前に、前記面光源が接地される発光装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、
　前記面光源は、接地電位が供給される光源側接地端子を有し、
　前記面光源保持部材は、前記面光源が前記面光源保持部材に保持されたときに前記光源
側接地端子に接続する給電側接地端子を有し、
　前記面光源が前記面光源保持部材に保持される際に、前記光源側電源端子が前記給電側
電源端子に接続する前に、前記光源側接地端子は前記給電側接地端子に接続する発光装置
。
【請求項３】
　請求項２に記載の発光装置において、
　前記光源側接地端子及び前記給電側接地端子の一方は、少なくとも表面が導電性を有す
る第１凸部を有しており、
　前記光源側接地端子及び前記給電側接地端子の他方は、前記第１凸部が差し込まれる第
１凹部を有している発光装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の発光装置において、
　前記第１凹部の内壁に設けられた導電層を備える発光装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の発光装置において、
　前記第１凸部及び前記第１凹部の一方は、前記面光源のうち前記面光源保持部材に対向
する光源側第１面に位置しており、
　前記第１凸部及び前記第１凹部の他方は、前記光源側第１面に対向する給電側第１面に
設けられている発光装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の発光装置において、
　前記光源側接地端子は前記第１凸部を有しており、
　前記給電側接地端子は前記第１凹部を有しており、
　前記光源側電源端子は、上面に光源側導電部を有する第２凸部を前記光源側第１面に有
しており、
　前記給電側電源端子は、前記給電側第１面のうち前記第２凸部に対向する位置に設けら
れた第２凹部と、前記第２凹部の中に設けられた給電側導電部を有しており、
　前記第１凸部は、前記第２凸部よりも高い発光装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の発光装置において、
　前記光源側第１面は、少なくともひとつの第３凸部を有しており、
　前記給電側第１面は、前記第３凸部に対向する位置に第３凹部を有しており、
　前記第３凸部は前記第２凸部よりも高く、
　前記第３凸部の平面形状は、前記第１凸部の平面形状とは異なる発光装置。
【請求項８】
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　面光源保持部材に保持され、
　電源電位が供給される光源側電源端子を有し、
　前記面光源保持部材に保持される際、前記光源側電源端子が前記面光源保持部材に設け
られた給電側電源端子に接続する前に、接地される面光源。
【請求項９】
　面光源を保持し、
　前記面光源が有する光源側電源端子に接続して電源電位を供給する給電側電源端子を備
え、
　前記面光源を保持する際に、前記光源側電源端子が前記給電側電源端子に接続する前に
、前記面光源を接地する面光源保持部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置、面光源、及び面光源保持部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、有機ＥＬ（Organic Electroluminescence）素子およびＬＥＤ（Light Emittin
g Diode）などの面光源を、照明装置の光源として使用するための技術が開発されている
。これらの面光源の使用方法の一つとして、壁面や天井などの面に面光源を取り付ける方
法がある。この場合、面光源を保持する面光源保持部材を、壁面や天井などの面に取り付
ける必要がある。
【０００３】
　なお、特許文献１には、面光源ではないが、直管型のＬＥＤランプにおいて、ＬＥＤラ
ンプの接地口金を照明器具本体に導通させることにより、ＬＥＤランプを接地させる構造
が記載されている。具体的には、ＬＥＤランプの接地口金は、ばね性を有する一対の接触
片の間に挟まれる。そしてこの接触片の端部は、照明器具本体に接触している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６４４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　面光源に加わる電圧は、あらかじめ定められた大きさの電圧（定格電圧）以下になる必
要がある。この電圧は、面光源に加わる電源電位と接地電位の間の差となっている。そし
て、面光源を保持する面光源保持部材を用いて面光源を取り付ける場合、電源電位及び接
地電位は面光源保持部材を介して面光源に伝達される。ここで、本発明者は、面光源を面
光源保持部材に取り付ける前の状態において互いの接地電位に差がある場合、接地電位よ
りも先に電源電位を面光源に供給すると、面光源に加わる電圧が定格電圧を超える可能性
が出てくる、と考えた。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題としては、面光源を面光源保持部材に取り付ける際に、
面光源に加わる電圧が定格電圧を超えることを抑制することが一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、面光源と、
　前記面光源を保持する面光源保持部材と、
を備え、
　前記面光源は、電源電位が供給される光源側電源端子を有し、
　前記面光源保持部材は、前記面光源が前記面光源保持部材に保持されたときに前記光源
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側電源端子に接続する給電側電源端子を有し、
を備え、
　前記面光源が前記面光源保持部材に保持される際に、前記光源側電源端子が前記給電側
電源端子に接続する前に、前記面光源が接地される発光装置である。
【０００８】
　請求項８に記載の発明は、面光源保持部材に保持され、
　電源電位が供給される光源側電源端子を有し、
　前記面光源保持部材に保持される際、前記光源側電源端子が前記面光源保持部材に設け
られた給電側電源端子に接続する前に、接地される面光源である。
【０００９】
　請求項９に記載の発明は、面光源を保持し、
　前記面光源が有する光源側電源端子に接続して電源電位を供給する給電側電源端子を備
え、
　前記面光源を保持する際に、前記光源側電源端子が前記給電側電源端子接続する前に、
前記面光源を接地する面光源保持部材である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態に係る発光装置の構成を示す図である。
【図２】第１の実施例に係る発光装置の構成を示す図である。
【図３】図２に示した面光源を光源側第１面側から見た斜視図である。
【図４】実施例２に係る発光装置の構成を示す図である。
【図５】実施例２に係る面光源を光源側第１面側から見た斜視図である。
【図６】実施例３に係る発光装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１２】
　図１は、実施形態に係る発光装置１０の構成を示す図である。本実施形態に係る発光装
置１０は、面光源保持部材１００および面光源２００を備えている。面光源２００は、面
光源保持部材１００に保持され、また、光源側電源端子２１０を有している。光源側電源
端子２１０には面光源２００から電源電位が供給される。また、面光源保持部材１００は
、給電側電源端子１１０を有している。給電側電源端子１１０は、面光源２００が面光源
保持部材１００に保持されたときに光源側電源端子２１０に接続する。そして面光源２０
０が面光源保持部材１００に保持される際、光源側電源端子２１０が給電側電源端子１１
０に接続する前に、面光源２００は接地される。以下、詳細に説明する。
【００１３】
　本図に示す例において、面光源２００は、発光素子として有機ＥＬ素子又はＬＥＤ素子
を有している。光源側電源端子２１０は面光源２００の光源側第１面２０２に設けられて
おり、給電側電源端子１１０は面光源保持部材１００の給電側第１面１０２に設けられて
いる。面光源２００が面光源保持部材１００に保持される際、光源側第１面２０２は給電
側第１面１０２に対向する。そして、光源側電源端子２１０は給電側電源端子１１０に接
続する。
【００１４】
　また、面光源２００には光源側接地端子２２０が設けられており、面光源保持部材１０
０には給電側接地端子１２０が設けられている。給電側接地端子１２０には接地電位が供
給されている。そして給電側接地端子１２０は、面光源２００が面光源保持部材１００に
保持されたときに光源側接地端子２２０に接続し、光源側接地端子２２０に接地電位を供
給する。そして、面光源２００が面光源保持部材１００に保持される際、光源側電源端子
２１０が給電側電源端子１１０に接続する前に、光源側接地端子２２０が給電側接地端子
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１２０に接続する。
【００１５】
　本図に示す例では、光源側接地端子２２０は面光源２００の光源側第１面２０２に設け
られており、給電側接地端子１２０は面光源保持部材１００の給電側第１面１０２に設け
られている。光源側第１面２０２は、面光源２００のうち光取出面とは逆側の面である。
【００１６】
　光源側接地端子２２０は、第１凸部２２４を有している。第１凸部２２４は、光源側第
１面２０２から給電側第１面１０２に向かう方向に飛び出している。第１凸部２２４は、
少なくとも表面が導電性を有している。本図に示す例では、第１凸部２２４の少なくとも
側面には、導電層２２２が設けられている。導電層２２２は、第１凸部２２４の上面にも
設けられていてもよい。
【００１７】
　また、給電側接地端子１２０は第１凹部１２４を有している。第１凹部１２４は、面光
源２００が面光源保持部材１００に保持される際に第１凸部２２４に対向する位置に設け
られている。第１凹部１２４の少なくとも側面には、導電層２２２が設けられている。導
電層２２２は接地されている。このため、面光源２００が面光源保持部材１００に保持さ
れる際、光源側電源端子２１０が給電側電源端子１１０に接続する前に、第１凸部２２４
の少なくとも先端が第１凹部１２４に差し込まれる。第１凸部２２４の平面形状は、第１
凹部１２４の平面形状とほぼ同一であるため、第１凸部２２４の少なくとも先端が第１凹
部１２４に差し込まれると、導電層２２２は導電層１２２に接触する。これにより、光源
側電源端子２１０が給電側電源端子１１０に接続する前に、導電層２２２は導電層１２２
に接続する。
【００１８】
　なお、本図に示す例において、光源側接地端子２２０は面光源２００の縁に設けられて
おり、光源側電源端子２１０は光源側接地端子２２０よりも面光源２００の中央側に設け
られている。ただし、光源側電源端子２１０及び光源側接地端子２２０の配置は、本図に
示す例に限定されない。
【００１９】
　また、本図に示す例では、面光源保持部材１００に第１凹部１２４を設け、面光源２０
０に第１凸部２２４を設けている。ただし、面光源保持部材１００に凸部を設け、面光源
２００に凹部を設けてもよい。
【００２０】
　以上、本実施形態によれば、面光源２００が面光源保持部材１００に保持される際、光
源側電源端子２１０が給電側電源端子１１０に接続する前に、面光源２００は接地される
。従って、面光源を面光源保持部材に取り付ける際に、面光源に加わる電圧が定格電圧を
超えることを抑制できる。
【実施例】
【００２１】
（第１の実施例）
　図２は、第１の実施例に係る発光装置１０の構成を示す図である。本実施例に係る発光
装置１０は、以下の点を除いて、実施形態に示した発光装置１０と同様の構成である。
【００２２】
　まず、面光源２００の光源側電源端子２１０は、第２凸部２１４を有している。第２凸
部２１４は光源側第１面２０２から、面光源保持部材１００の給電側第１面１０２に向か
う方向に飛び出している。そして、光源側第１面２０２を基準とした場合、第２凸部２１
４は、光源側接地端子２２０の第１凸部２２４よりも低い。そして第２凸部２１４の上面
には光源側導電部２１２が設けられている。光源側導電部２１２には、給電側電源端子１
１０から電源電位が供給される。
【００２３】
　また、面光源保持部材１００の給電側電源端子１１０は、第２凹部１１４を有している



(6) JP 2014-235860 A 2014.12.15

10

20

30

40

50

。第２凹部１１４は、給電側第１面１０２のうち第２凸部２１４に対向する位置に設けら
れている。また、第２凹部１１４の中には給電側導電部１１２が設けられている。本図に
示す例において、給電側導電部１１２は第２凹部１１４の底面に位置している。給電側導
電部１１２には電源電位が供給されている。そして、面光源保持部材１００に面光源２０
０が保持される際、第２凹部１１４に第２凸部２１４が差し込まれる。これにより、光源
側導電部２１２は給電側導電部１１２に接続する。
【００２４】
　また、面光源２００の光源側第１面２０２には、第３凸部２３０が設けられており、面
光源保持部材１００の給電側第１面１０２には、第３凹部１３０が設けられている。第３
凹部１３０は、給電側第１面１０２のうち第３凸部２３０に対向する位置に設けられてい
る。面光源２００を面光源保持部材１００に保持させる際、第３凸部２３０は第３凹部１
３０に差し込まれる。第３凸部２３０の平面形状は第３凹部１３０の平面形状とほぼ同一
である。
【００２５】
　また、光源側第１面２０２を基準にした場合、第３凸部２３０は第２凸部２１４よりも
高い。第３凸部２３０は、例えば第１凸部２２４と同じ高さである。
【００２６】
　図３は、図２に示した面光源２００を光源側第１面２０２側から見た斜視図である。本
図に示す例において、面光源２００の平面形状は矩形である。光源側接地端子２２０は、
面光源２００が有する４つの角のうちの一つに設けられている。第３凸部２３０は、面光
源２００の残りの３つの角のそれぞれに設けられている。少なくとも一つの第３凸部２３
０の平面形状は、第１凸部２２４の平面形状とは異なる。このため、面光源２００を面光
源保持部材１００に取り付ける際に、作業者が面光源２００の向きを誤ることを抑制でき
る。
【００２７】
　なお、面光源保持部材１００の第３凹部１３０の平面形状は、第３凸部２３０の平面形
状とほぼ同じ形になっており、第１凹部１２４の平面形状は、第１凸部２２４とほぼ同じ
形になっている。このため、少なくとも一つの第３凹部１３０の平面形状は、第１凹部１
２４の平面形状とは異なっている。
【００２８】
　本実施例によっても、光源側接地端子２２０の第１凸部２２４は光源側電源端子２１０
の第２凸部２１４よりも高いため、光源側電源端子２１０が給電側電源端子１１０に接続
する前に、面光源２００は接地される。従って、面光源を面光源保持部材に取り付ける際
に、面光源に加わる電圧が定格電圧を超えることを抑制できる。また、給電側電源端子１
１０の給電側導電部１１２を第２凹部１１４の中に設けたため、面光源２００を面光源保
持部材１００に取り付ける際に、作業者が誤って給電側導電部１１２に触れることを抑制
できる。
【００２９】
（実施例２）
　図４は、実施例２に係る発光装置１０の構成を示す図である。図５は、本実施例に係る
面光源２００を光源側第１面２０２側から見た斜視図である。本実施例に係る発光装置１
０は、面光源２００に凹部が設けられており、面光源保持部材１００に凸部が設けられて
いる点を除いて、実施例１に係る発光装置１０と同様の構成である。
【００３０】
　詳細には、面光源２００において、光源側接地端子２２０は凹部２２６を有しており、
光源側電源端子２１０は凹部２１６を有している。導電層２２２は凹部２２６の少なくと
も側面に形成されている。また光源側導電部２１２は凹部２１６の底部に設けられている
。また、光源側第１面２０２には、第３凸部２３０の代わりに凹部２３２が設けられてい
る。
【００３１】
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　また、面光源保持部材１００において、給電側接地端子１２０は凸部１２６を有してお
り、給電側電源端子１１０は凸部１１６を有している。導電層１２２は凸部１２６の少な
くとも側面に設けられており、給電側導電部１１２は凸部１１６の上面に設けられている
。また、給電側第１面１０２には、第３凹部１３０の代わりに凸部１３２が設けられてい
る。
【００３２】
　そして、凸部１２６及び凸部１３２は、凸部１１６よりも高い。
【００３３】
　本実施例によっても、凸部１２６は凸部１１６よりも高いため、光源側電源端子２１０
が給電側電源端子１１０に接続する前に、面光源２００は接地される。従って、面光源を
面光源保持部材に取り付ける際に、面光源に加わる電圧が定格電圧を超えることを抑制で
きる。
【００３４】
（実施例３）
　図６は、実施例３に係る発光装置１０の構成を示す図である。本実施例に係る発光装置
１０は、光源側接地端子２２０及び給電側接地端子１２０の構造を除いて、実施形態又は
実施例１，２のいずれかと同様の構成である。本図は、実施形態と同様の場合を示してい
る。
【００３５】
　第１凸部２２４は、先端が光源側第１面２０２に沿う方向に折れ曲がっている。また給
電側接地端子１２０の第１凹部１２４も、第１凸部２２４の形状に合わせて、底部が導電
層１２２の上端（給電側第１面１０２に設けられた開口）よりも広がっている。
【００３６】
　本実施例において、面光源２００を面光源保持部材１００に保持させる際、面光源２０
０を面光源保持部材１００の給電側第１面１０２に対して傾けながら、第１凸部２２４を
第１凹部１２４にはめ込む。そして、第１凸部２２４を第１凹部１２４にはめ込んだ後、
面光源２００を給電側第１面１０２に平行にする。
【００３７】
　本実施例では、面光源２００の光源側接地端子２２０は光源側電源端子２１０よりも突
出している。ただし、面光源２００を面光源保持部材１００に取り付ける際に、面光源２
００を面光源保持部材１００に対して傾けながら差し込むため、光源側電源端子２１０が
光源側接地端子２２０よりも突出していても、光源側電源端子２１０と給電側電源端子１
１０が接続する前に、光源側接地端子２２０と給電側接地端子１２０とを接続することが
できる。
【００３８】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００３９】
１０ 発光装置
１００ 面光源保持部材
１０２ 給電側第１面
１１０ 給電側電源端子
１１２ 給電側導電部
１１４ 第２凹部
１１６ 凸部
１２０ 給電側接地端子
１２２ 導電層
１２４ 第１凹部
１２６ 凸部
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１３０ 第３凹部
１３２ 凸部
２００ 面光源
２０２ 光源側第１面
２１０ 光源側電源端子
２１２ 光源側導電部
２１４ 第２凸部
２１６ 凹部
２２０ 光源側接地端子
２２２ 導電層
２２４ 第１凸部
２２６ 凹部
２３０ 第３凸部
２３２ 凹部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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